
 
環境管理委員会からのお知らせ 

環境管理委員長 久松 辰男 
 
日頃より、職員の皆様にはＩＳＯ14001 の活動にご協力くださいましてありが

とうございます。 
ＩＳＯ活動も平成 16 年以来、今年で７年目を迎えました。 
活動内容も、電気・ガス・水道・紙ばかりでなく、地域や地球に対しての貢献

活動を取り入れるなど多岐にわたってきました。 
これは、職員の皆様が、ＩＳＯ14001 の意味を理解し活動していただいている

ものと、感謝しております。 
さて、今年は省エネ法が改正され、下記に示すとおり、法人単位で年間エネル

ギー使用量が（原油換算）15,000 ㎘／年以上の場合、特定事業者となり、中長

期的にみて年１％以上のエネルギーの削減が義務付けられました。 
この法を遵守すべく現在の環境活動に加え、原点に返ってエネルギーの削減に

今後努めていきたいと思っています。 
幸い、当法人ではＩＳＯ14001 の手法があります。 
これを活用し、各職員一人一人が意識を持って活動をすれば、決して難しい事

ではありません。 
今後も、環境活動に対するご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 


